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地域包括ケアシステム 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・

介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が必要です。 

 

地域包括ケアシステム（厚生労働省資料より） 

 クリックしたリンク先の図にある文言が地域包括ケアシステムの内容を表しています。 

※ホームページ資料より 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が必要です。 

 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるために

も、地域包括ケアシステムの構築が重要です。 

 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は

減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。 

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地
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域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。 

１．地域包括ケアシステムの実現へ向けて 

日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。 

６５歳以上の人口は、現在３，５００万人を超えており、２０４２年の約３，９００万人でピークを迎え

ますが、その後も、７５歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されています。 

 このような状況の中、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（令和７年）以降は、国民の医療や介

護の需要が、さらに増加することが見込まれています。 

 このため、厚生労働省においては、２０２５年（令和７年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活

の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること

ができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進していま

す。 

地域包括ケアシステムとは何ですか？ 

地域包括ケアシステムとは、人口減少社会における介護需要の急増という困難な課題に対して、医療・介

護などの専門職から地域の住民一人ひとりまで様々な人たちが力を合わせて対応していこうというシス

テムです。 

 

包括ケアシステムの 5 つの要素は？ 

地域包括ケアシステムの捉え方 

○ 地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・医療・介護・予防・生活支援）をより 詳しく、ま

たこれらの要素が互いに連携しながら有機的な関係を担っていることを図示したものです。 

地域包括ケアの具体例は？ 

①  退院しても、訪問診療、訪問看護、リハビリなどを、自宅で医師、看護師などから受けることがで

きます。  

②  デイサービスなどの介護保険のサービスに加えて、配食、見守り、買い物支援などといった、日常

生活に 必要なサービスも受けることができます。  

③  地域の体操通いの場や趣味の集い場などに参加し、活動することができます。 

④  地域包括ケアシステム 誰がやる？ 

 

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特

性に応じて作り上げていくことが必要です。 
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地域包括ケアシステム 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築の実現が必要です。 

 

小規模多機能型居宅介護は地域包括ケアシステムの構築に貢献して行きます。 

 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、

地域包括ケアシステムの構築が重要です。 

 

小規模多機能型居宅介護は地域包括支援システムの構築に貢献して行きます。 

 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少

する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。 

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の

特性に応じて作り上げていくことが必要となります。 

 

 小規模多機能型居宅介護は地域包括支援システムの構築に貢献して行きます。 

 

小規模多機能型居宅介護は「地域包括ケアシステム」の構築に貢献して行きま

す。 

 

小規模多機能型居宅介護は、「通い」、「訪問」、「宿泊」が一体化したサービスです。 

あくまで、施設ではなく、在宅で生活が継続してできるようにお手伝いするサービスです。 

 

この「通い」、「訪問」、「宿泊」という３つのサービスを、同じ「小規模多機能型居宅介護」の事業所スタ

ッフが一体的に提供するサービスであることが重要です。 

例えば、訪問介護、デイサービス、ショートステイなど、サービス内容により、サービスの提供事業所が

変わることによるご利用者の不安というものが軽減する、これが小規模多機能型居宅介護の特長と言え

ます。 

 

地域包括ケアシステムの役割を担う事業所として「小規模多機能型居宅介護」はより理想に近いサービ

ス内容と言えます。 

 


